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今
回
日
露
開
戦
に
つ
き
、
村
内
節
倹
申
合
せ
は
左
記
の

と
お
り
。 

 

一 

宴
会
は
、
す
べ
て
見
合
す
こ
と
。 

 
 

 

た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
開
催
す
る
必
要
が
あ
る
と 

き
は
、
礼
を
失
し
な
い
範
囲
内
で
極
力
節
約
を
守
り
、 

又
は
、
品
物
を
贈
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
等
の
便
法
を 

採
る
こ
と
。 

 

二 

諸
興
業
は
禁
止
す
る
と
共
に
、
他
村
か
ら
の
進
物 

は
受
け
取
ら
な
い
こ
と
。 

 

三 

儀
式
は
、
努
め
て
節
約
を
旨
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

家
屋
の
新
築
改
修
等
は
、
な
る
べ
く
見
合
す
こ
と
。 

 

五 

華
美
に
わ
た
る
装
飾
品
は
、
一
切
使
用
し
な
い
こ 

と
。 

 

六 

婦
女
は
、
な
る
べ
く
各
自
で
髪
を
結
う
こ
と
。 

 

七 

そ
の
他
、
万
事
倹
約
す
る
こ
と
。 

  
 

 



右
に
列
記
し
た
事
項
は
厳
守
す
る
こ
と
。 

 
 

も
し
、
こ
の
規
約
に
違
反
す
る
者
は
、
村
内
認
義
の 

う
え
交
際
を
除
す
る
。 

  

こ
の
規
約
の
有
効
期
間
は
、
戦
争
終
局
ま
で
と
す
る
。 
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（
村
八
分
に
す
る
） 

（
文
責
及
び
所
掌
） 


